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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○発表者は、本分科会のテーマである「アバターを通
じた活動と人格の保護」に関連して、VTuberを主
な題材とする以下のような論稿を発表してきた。

◆「バーチャルYouTuberの人格権・著作者人格権・実演家人
格権」

◆「バーチャルYouTuberの肖像権：CGアバターの「肖像」に
対する権利」

◆「アバターを用いて活動する者に対する人格権侵害の成否：
VTuber誹謗中傷裁判レビュー」（近刊）

自己紹介
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バーチャル学会2023 本日開催中
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○本発表では、VTuberの歴史を振り返りつつ、その
法的地位の把握について考える。

○概略を述べれば、当初は「アニメキャラクター」の一
種のようにも扱われたVTuberは、その背後にいて
アバターを操作する演者である「中の人」と不可分
一体の存在と捉えられるようになってきた。

○しかし、VTuberの終着点は「タレント」なのか？
「AIVTuber」のような“先祖返り”志向も見られる。

VTuberの変遷
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○VTuberは、技術者・ギークからは、専らアバターが
動いたりしゃべったりする技術として注目された。人
格の分割・融合・拡張を可能にする未来技術の先
行例として語られたりもする。

○しかし、VTuberは、単なるアバター技術として語ら
れるにはとどまらない文化現象ともなっている。特に
「中の人（配信者）」と「リスナー（視聴者）」との関
係性・コミュニケーションを中核に、独特のコミュニ
ティが形成されていることは見逃せない。

技術として文化として
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○バーチャルYouTuber（VTuber）とは、 「生身の人
間の姿ではなくCGアバターの姿を通して、主にイン
ターネット上で動画投稿・ライブ配信などの活動を
おこなう者」を言う。

○単に「VTuber」と言ったとき、配信者である「中の
人」を主に指す場合もあれば、アバターの姿で表さ
れるキャラクターを指す場合もある。「人」と「キャラ
クター」が融合した存在としてVTuberを認識する
場合もある。

VTuberとは
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○VTuberのことをあまり知らない人、特に、「中の
人」の実際の声・動作・表情等をアバターに反映さ
せるというしくみを知らない人にとっては、VTuber
は単なる「アニメキャラ」のように見える。

○実際、VTuberの草創期は、「中の人」の存在を匂
わせず、専ら「キャラクター」として打ち出される傾向
もあった。作画ではなくモーションキャプチャーで動
く新たな「アニメ」「アニメキャラクター」の誕生と語
られることもあった。

VTuberはアニメキャラ？
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○VTuberを、「配信者」として、従来のYouTuber、
芸能人、タレント、アイドルなどと同列のカテゴリー
で捉える向きもあれば、「キャラクター」としての面に
注目し、アニメの延長線上のコンテンツと捉える向
きもある。

○VTuberを「人」と捉えるか、「キャラクター」と捉え
るかという両極を踏まえ、発表者は「パーソン型」と
「キャラクター型」というVTuberの分類軸を提起し
た。

人かキャラか
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

あくまで生身の人間がキャラクター・アバターの表
象（「ガワ」とも呼ばれる）をまとって／借りて動画
配信等をおこなっているというタイプ

パーソン型VTuber

キャラクターこそがVTuberの本体であって、生身の
人間がその背後にいてキャラクターを操作している
わけではない（「中の人」はいない）という設定を遵
守するタイプ

キャラクター型VTuber
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○登録者数を多く集める人気VTuberにキャラクター
型よりもパーソン型が比較的多いのは、VTuberの
活動の主流が、動画投稿から生配信（ライブ配信）
にシフトしてきていることとも軌を一にしている。

○生配信では、動画の編集技術よりも、話の面白さや、
チャットにリアルタイムで反応するトークスキルがよ
り重要になる。「中の人」（パーソン）の隠しきれな
い個性が前面に出やすく、「キャラを作る」「キャラを
演じる」というより、素の「中の人」勝負になる。

動画から配信へ
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○生配信が人気なのは、リスナーがチャットやスー
パーチャット（投げ銭）などで、リアルタイムに配信
者とコミュニケーションが取れるから。

○また、生配信やそのアーカイブは、リスナーにとって、
「ながら視聴」に向いたコンテンツであることも人気
の理由。映画やアニメのように画面に集中を要する
コンテンツとは異なり、雑談やゲーム実況は、仕事な
どの作業をしながら音声だけ聞いても楽しめる。
VTuberファンを「リスナー」とは言い得て妙。

リスナーの視聴スタイル
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○事前に収録・編集された「動画」の投稿よりも、リア
ルタイム・長時間の「生配信」が増えるにつれ、「中
の人」自身の身体性・生理現象・生活音（くしゃみを
する、配信中にトイレに行くなど）はもはや隠しきれ
ないものになった。

○VTuberを「キャラクター」とみなせば、そうした要素
（ノイズ）が配信に載ることは避けるべきことである
が、今やそれはVTuberの魅力・個性として、リス
ナーに歓迎されている。

肉（体）を持つ者の宿命
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○VTuberが配信中にくしゃみをすると、「くしゃみ助
かる」というチャットやスーパーチャットがリスナーか
ら殺到する。

○何が“助かる”のかはよく分からないが、アバターの
背後にいる「中の人」のリアルな存在感を目（耳）の
あたりにしたことに対する感謝とも捉えられる。

くしゃみ助かる
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○「くしゃみ助かる」以外に、「せき助かる」「あくび助
かる」「モグモグ（咀嚼音）助かる」など派生も多い。

○逆に、そうした音が出る際に配信者がマイクをミュー
トにすると、リスナーが「ミュート助からない」とチャッ
トするのも一つの“お約束”となっている。

○視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚のうち、VTuberは、
声が「中の人」の身体性を最も直接反映している。
ボイス販売、ASMRなど聴覚コンテンツが豊富。

ミュート助からない
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

かつて、月ノ美兎が配信中に「水を飲みますね」と
喉を潤したことが衝撃を与えた。VTuberが「キャラ
クター」と捉えられていた時代を象徴している。

水を飲みますね

今や、飲酒配信や、配信中のトイレも当たり前。かつ
て「アイドルは排泄をしない」という幻想があり、そ
の維持をファンも懇願していたが、今や「トイレ
RTA」「おしがま」などとエンタメ化されている。

トイレRTA・おしがま
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○VTuberの草創期は、キャラクターとしてふるまう
VTuberにも存在感があり、むしろ「中の人」自身の
身の上や出来事を赤裸々に話すVTuberの方が、
奇特な存在として受け止められた時期もあった。

○「キャラクター」に「パーソン」が滲み出てくることを
許容し、むしろ歓迎する文化が成立したことは、
VTuber史における最大のイベントであろう。その背
景として、コロナ禍や、YouTubeなどのプラット
フォームの仕様の変化によるところも大きい。

タレント化するVTuber



16

キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○最近、ChatGPTをはじめとした生成ＡＩのブームに
より、ＡＩにより発話を形成し、ビジュアルもＡＩによっ
て生成された「AIVTuber」（AITuberなどとも）
が登場している。

○現状、「中の人」がいる従来型のVTuberほどには
人気を集めておらず、むしろVTuberとは別カテゴ
リーのものとみなすべきかもしれない。しかし、かつ
てのVTuberのように、一部の技術者・ギークが再
び熱視線を注いでいる。

AIVTuber
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○奇しくも、ＡＩで動き、しゃべるVTuberは、「バーチャ
ルYouTuber」の元祖とされるキズナアイが自称し
てきた存在様式である。その意味で、AIVTuberは、
VTuberの“先祖返り”とも言える。

▶拙稿「対話知能学ニュースレターvol.10」

○「中の人」とアバターが一対一で対応していなけれ
ば倫理的ではないとすらみなされるような文化とし
て成熟してきたVTuber界隈は、再び「キャラク
ター」を受け入れることができるのだろうか。

“スーパーキズナAI”
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キャラクターからパーソン、そしてAIへ

○「中の人」がいないキャラクター、AIVTuberをどの
ような存在と捉えるべきか。キャラクター・ＡＩ・NPC
に対してなら誹謗中傷も自由か、それらとも倫理的
に接しなければならないのか。

○パーソン型VTuberについては、裁判例にも見る通
り、裁判所は権利の保護と救済を比較的認めてきて
いる。傷ついている「中の人」の存在が見えやすい
のであれば当然であろう。しかし、キャラクター・AI
となると、完全に別の法理へと振り分けられるのか。

キャラクター・AIに対する誹謗中傷


